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（注）１ この評価明細書は、一般動産及び船舶を評価する場合に使用します。 

   ２ 一般動産及び船舶の価額は、原則として、売買実例価額、精通者意見価格等を参酌して評価しますが、売買実例価額等が明らかでない場合には、新

品の小売価額等から償却費の額の合計額又は減価の額を控除した金額によって評価します。 

   ３ 「売買実例価額等を基とした評価額」欄には、売買実例価額、精通者意見価格等を参酌して評価した価額を記載します。 

   ４ 売買実例価額等が明らかでない場合には、「売買実例価額等が明らかでない場合」欄に記載します。 

    ⑴ 「新品（新造）価額」欄には、評価する一般動産と同種同規格の新品の課税時期における小売価額（船舶の場合は評価する船舶と同種同型の船舶

（該当する船舶がない場合は最も類似する船舶によります。）を課税時期において新造する場合の価額）を記載します。 

    ⑵ 「製造（建造）年月」欄には、評価する一般動産の製造年月（船舶の場合は評価する船舶の建造年月）を記載します。 

    ⑶ 「経過年数」欄には、評価する一般動産の製造の時（船舶の場合は評価する船舶の建造の時）から課税時期までの期間の年数（その期間の年数に

１年未満の端数があるときは、その端数は１年とします。）を記載します。 
 

（資４－27－Ａ４統一） 

一 般 動 産 及 び 船 舶 の 評 価 明 細 書 
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